
別紙６ 

特定工場における水質に係る汚染物質の最大排出予定量 
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備考 １ 水素イオンについては汚水等排出施設及び排水口の欄にその濃度を、工場合計の欄

には各排水口における濃度を加重平均した濃度を記載すること。 

２ 水素イオン以外の汚染物質については、各汚水等排出施設の欄の（ ）内には汚水等

排出施設から排出される排出水中の汚染物質の濃度を、各排水口の欄の（ ）内には排

水口における排出水中の汚染物質の濃度を、工場合計の欄の（ ）内には排水口におけ

る排出水中の各汚染物質の濃度を加重平均した濃度を記載すること。 

３ その他は、別紙１の備考１から３まで及び５と同様とする。この場合において、「セ

－１」とあるのは、汚水等排出施設については「ス－１」と、排水口については「ハ

－１」と、「面積」とあるのは「排出水の量又は汚染物質の排出予定量」と、「生産施

設の面積の合計」とあるのは「工場合計」と、「全生産施設の面積の合計」とあるのは

「全ての排出口の排出水の量及び汚染物質の排出予定量の合計」と読み替えるものと

する。 


